
別記様式第 21 号(第 14 条関係)

(注) (1)届出者の使用権の承継が必要な場合は、墓所使用権承継許可申請書を提出してください。

(2)工事完了後は、墓所工事完了届を提出してください。

(3)墳墓等の解体撤去後に墓所を返還する場合は、墓所使用権返還届を提出してください。

墓所工事施工届

年 月 日

(宛先)美唄市長

使用墓所において、墳墓等工作物の工事を行いたいので、美唄市墓地条例施行規則(令

和 4年規則第 13 号)第 14 条第 1項の規定により、次のとおり届け出ます。

許 可 番 号 第 号

墓地の名称 墓地 区 画 番 号 番

面 積 ㎡ 寸 法 ｍ× ｍ

工事の種別
基

礎

□新設

□改修

□解体撤去

墳

墓

□新設

□改修

□解体撤去

そ

の

他

□新設

□改修

□解体撤去

工事の概要

施 工 期 間

着工予定日 年 月 日

完了予定日 年 月 日

施 工 者

添 付 書 類 設計図

届出者

住 所

ふりがな

氏 名

電話番号


